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公公立立大大学学法法人人尾尾道道市市立立大大学学役役員員のの報報酬酬等等のの支支給給基基準準ににつついいてて  

１ 役員報酬及び退職手当の支給基準 

区 分 備考 
役 員 報 酬 

役員退職手当 
給料(月額) 手 当 

理事長 学長 912,000円 
期末手当（6月､12月支給） 
・ 6月支給 給料月額×1.9 
・12月支給 給料月額×2.05 

教職員の例によ

り算出した額 

・退職日給料月額

× 支給率 

＋ 調整額 

理事 

(教職員を 

兼ねる) 

派遣職員

以外 
－ 

役員手当（月額） 

・給料月額×20％－管理職手当額 
派遣職員 － － 

理事 

(教職員を 

兼ねない) 

該当なし 

776,000円 
以内で理事長

が定める額 

期末手当（6月､12月支給） 
・ 6月支給 給料月額×1.9 
・12月支給 給料月額×2.05 

非常勤理事 

監事 
学外者 － 

非常勤役員手当（日額） 

・30,000円（通勤費の加算可） 
－ 

備考 

１ 「期末手当」及び「役員退職手当」は、評価委員会が行う業務実績の評価結果及び

役員としての貢献度等を総合的に勘案して、経営審議会の審議を経て 10％以内の増
減をすることができる。 

２ 理事（教職員を兼ねる）に対しては、教職員としての給料及び手当を支給する。 

３ 市からの派遣職員である理事に対しては、「役員手当」を支給しない。 

４ 「役員退職手当」の算出に使用する支給率及び調整額は、次のとおりとする。 

○ 支給率 
勤続 
年数 

自己 
都合 

定年、 
勧奨等 

公務外
傷病 

公務 
傷病等

勤続
年数

自己 
都合 

定年、 
勧奨等 

公務外 
傷病 

公務 
傷病等

１ 0.6 1.0 1.0 1.5 ４ 2.4 4.0 4.0 6.0 

２ 1.2 2.0 2.0 3.0 ５ 3.0 5.0 5.0 7.5 

３ 1.8 3.0 3.0 4.5 ６ 3.6 6.0 6.0 9.0 

○ 調整額＝調整月額×在職月数×調整額算定割合 
  ※ 調整月額          ※ 調整額算定割合 

区 分 金 額 勤続期間
退職理由 0年 1～4 年 5･6 年

理事長 45,850円 自己都合 0 ％ 0 ％ 0 ％

理事 41,700円 自己都合以外 0 ％ 50 ％ 100 ％

資料２ 
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５ 教職員を兼ねる理事が退職した場合は、教職員・理事の在職期間を通算し、教職員

として退職したと仮定して計算した退職手当額を役員退職手当として支給する。 

６ 次の場合には、役員退職手当を支給しない。 

ア 役員を退職し、引き続き法人職員又は尾道市職員となる場合 

イ 尾道市職員を定年退職又は勧奨退職により退職手当の支給を受けている者が退

職した場合 

ウ 職務上の義務違反又は不適当な職務執行による法人の実績悪化により解任され

た場合 

 

２ 報酬等の決定に当たって参考にした事項 

(1) 理事長及び理事（教職員を兼ねない。）の給料は、一般職の職員の給与に関す
る法律 別表第 11「指定職俸給表」4号奉及び 2号奉について、平成 23年度人事
院勧告で示された金額を参考にしている。 
一般職の職員の給与に関する法律 別表第 11「指定職俸給表」 

俸給月額 

１号奉 ２号奉 ３号奉 ４号奉 

724,000円
( 720,000 )

780,000円
( 776,000 )

838,000円 
( 834,000 )  

917,000円
( 912,000 )

５号奉 ６号奉 ７号奉 ８号奉 

989,000円
( 984,000 )

1,060,000円
( 1,055,000 )

1,135,000円 
( 1,129,000 )  

1,204,000円
( 1,198,000 )

※ 上段の金額は別表第 11に記載された金額、下段の括弧内の金額は平成 23年度

人事院勧告で示された金額です。 

(2) 評価委員会が行う業務実績の評価結果等を勘案して期末手当及び役員退職手
当の額の増減を行うことは、地方独立行政法人法に基づいている。 

地方独立行政法人法 

（役員の報酬等）  

第４８条 特定地方独立行政法人の役員に対する報酬及び退職手当（以下この条、次条

及び第５６条第１項において「報酬等」という。）は、その役員の業績が考慮されるも

のでなければならない。  

２・３ 略 

（準用） 

第５６条 第４８条及び第４９条の規定は、一般地方独立行政法人の役員の報酬等につ

いて準用する。この場合において、第４８条第３項中「実績及び認可中期計画の第２

６条第２項第３号の人件費の見積り」とあるのは、「実績」と読み替えるものとする。

２ 略 

 

公立大学法人は、一般地方独

立行政法人に該当します。 
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(3) 近隣公立大学法人の事例（H23.12.12時点各法人ホームページ掲載情報） 

ア 常勤役員報酬（月額：山口県立は年俸額を 16.2で除して算出） 

区 分 県立広島 広島市立 岡山県立 山口県立 下関市立

理事長 991,000円 984,000円 994,000円 988,703円 850,000円

副理事長   
580,000円～

720,000円
720,000円 780,000円

理事 
726,000円～ 

782,000円 

副学長・事務局

長に支給する

給与額を基準

に定める額 

410,000円～
490,000円

 
720,000円 

理事(事務局長) 

650,000円

イ 非常勤役員報酬（日額） 

区 分 県立広島 広島市立 岡山県立 山口県立 下関市立 

非常勤理事 

監事 
50,000円 30,000円 30,000円 30,000円 30,000円

ウ 教職員を兼務する役員報酬の扱い 

教職員給与のみを支給する。 
県立広島、広島市立、

岡山県立 

理事(学部長)へは、教職員給与及び役員報酬（月額

100,000円以内）を支給する。ただし、役員報酬は、
給料月額との合計が 65 万円を超ない範囲で支給す
る。 

下関市立 

 
教職員給与及び理事手当（給料月額×23％－管理職手
当）を支給する。 

福岡県立 
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３ 公立大学法人尾道市立大学役員報酬規程（案） 

 
（目的） 
第１条 この規程は、公立大学法人尾道市立大学の理事長、理事及び監事（以下「役

員」という。）の報酬に関し必要な事項を定めることを目的とする。 
（役員の報酬） 
第２条 常勤の役員（教職員（公立大学法人尾道市立大学教職員給与規程（平成２４

年法人規程第○号。以下「教職員給与規程」という。）の適用を受ける教職員をいう。

以下同じ。）を兼務する理事（以下「教職員兼務理事」という。）を除く。）に対する

報酬は、給料及び期末手当とする。 
２ 非常勤の役員に対する報酬は、非常勤役員手当とする。 
３ 教職員兼務理事に対する報酬は、役員手当とする。ただし、任命権者の要請に応

じ、引き続き役員となるため退職手当を支給されずに尾道市を退職し、かつ、引き

続いて役員となった尾道市職員（以下「派遣理事」という。）である教職員兼務理事

に対しては、役員手当を支給しない。 
（報酬の支給日） 
第３条 報酬の支給日は、教職員給与規程第８条第２項の規定の例による。 
（給料） 
第４条 給料の額は、次の表のとおりとする。 

区分 給料の額（月額） 
理事長 ９１２,０００円 
理事 ７７６,０００円以内で理事長が定める額 
（期末手当） 
第５条 期末手当は、毎年６月１日及び１２月１日（以下「基準日」という。）にそれ

ぞれ在職する常勤の役員に対して支給する。これらの基準日前１か月以内に退職し、

又は死亡した常勤の役員についても、同様とする。 
２ 期末手当の額は、給料の月額に、６月に支給する場合においては１００分の１９

０、１２月に支給する場合においては１００分の２０５を乗じて得た額に、基準日

以前６か月以内の期間におけるその者の教職員給与規程第２９条第２項各号に掲げ

る在職期間の区分に応じて当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。 
３ 前項の期末手当の額は、尾道市公立大学法人評価委員会が行う業績評価の結果、

役員としての業務に対する貢献度等を総合的に勘案して、同項の規定による期末手

当の額の１００分の１０の範囲内で、これを増額し、又は減額することができるも

のとする。 
４ 第２項に規定する在職期間には、派遣理事の尾道市職員としての在職期間を含む

ものとする。 
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５ 期末手当の一時差止処分その他期末手当の支給に関しては、教職員の期末手当の

例による。 
（非常勤役員手当） 
第６条 非常勤役員手当の額は、日額３０,０００円とする。 
２ 非常勤役員の勤務日数に応じ、通勤に要する費用を非常勤役員手当として前項の

額に加算することができる。 
（役員手当） 
第７条 第２条第２項に規定する役員手当の額は、教員兼務理事ごとに、当該教員兼

務理事について給与規程により支給されている給料月額に１００分の２０を乗じて

得た額とする。 
２ 前項の役員手当は、当該教員兼務理事が、給与規程により管理職手当を支給され

ている教職員である場合は、原則として支給しない。ただし、当該教職員に支給さ

れている管理職手当の額が、前項に規定する役員手当の額に満たない場合は、その

差額を役員手当として支給する。 
（報酬の支払方法） 
第８条 新たに常勤の役員となった者には、その日から給料又は役員手当（以下「給

料等」という。）を支給する。 
２ 常勤の役員が退職し、又は解任された場合（次項に規定する場合を除く。）には、

その日までの給料等を支給する。 
３ 常勤の役員が死亡により退職した場合には、その月までの給料等を支給する。 
４ 第１項又は第２項の規定により給料等を支給する場合における日割計算の方法に

ついては、教職員の例による。 
第９条 役員の報酬は、当該役員の本人名義の預貯金口座への振込の方法により、そ

の全額を支払うものとする。ただし、法令に基づき役員の報酬から控除すべき金額

がある場合には、その役員に支払うべき報酬の金額から、その金額を控除して支払

うものとする。 
（端数の処理） 
第１０条 この規程により計算した金額に、１円未満の端数が生じたときは、これを

切り捨てるものとする。 
（準用） 
第１１条 役員の報酬の支給に関し、この規程に定めがない事項については、教職員

の例による。 
 

付 則 
 この規程は、平成２４年４月１日から施行する。 
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４ 公立大学法人尾道市立大学役員退職手当規程（案） 

 
（趣旨） 
第１条 この規程は、公立大学法人尾道市立大学の役員の退職手当の支給に関し必要

な事項を定めるものとする。 
（退職手当の支給） 
第２条 退職手当は、役員（非常勤の役員及び教職員（公立大学法人尾道市立大学教

職員退職手当支給規程（平成２４年法人規程第○号。以下「教職員退職手当規程」

という。）第１条に規定する教職員をいう。以下同じ。）を兼務する理事を除く。以

下同じ。）が退職した場合（解任された場合を含む。以下同じ。）にその者（死亡に

よる退職の場合には、その遺族）に支給する。ただし、役員が地方独立行政法人法

（平成１５年法律第１１８号）第１７条第２項（第１号を除く。）又は第３項の規定

により解任（以下「役員解任処分」という。）されたときは、退職手当は支給しない。 
２ 退職手当は、法令に基づき控除すべき金額がある場合にはその金額を、支給すべ

き退職手当の金額から控除して支払う。 
３ 退職手当は、その支給を受けるべき者の指定する預貯金口座に振り込むことによ

り支給する。 
４ 退職手当は、役員が退職した日から起算して１か月以内に支払わなければならな

い。ただし、死亡により退職した者に対する退職手当の支給を受けるべき者を確知

することができない場合その他特別の事情がある場合は、この限りでない。 
（退職手当の額） 
第３条 退職手当の額は、退職の日におけるその者の給料月額を基礎とし、役員とし

ての在職期間を教職員退職手当規程第１６条第１項に規定する在職期間とみなして

同規程の規定の例により算出した額とする。 
２ 前項の退職手当の額は、尾道市公立大学法人評価委員会が行う業務実績の評価の

結果、役員としての業務に対する貢献度等を総合的に勘案し、その者の業務実績に

応じこれを増額し、又は減額することができる。 
（再任等の場合の取扱い） 
第４条 役員が任期満了の日又はその翌日において再び同一の役職の役員に任命され

たときは、引き続き在職したものとみなし、退職手当は支給しない。 
（退職手当の特例） 
第５条 役員が、引き続いて教職員となった場合は、この規程による退職手当は支給

しない。 
２ 教職員が、引き続いて役員となった場合におけるその者の役員として引き続いた

在職期間には、その者の教職員としての引き続いた在職期間を含むものとする。 
３ 前項の規定に該当する役員が退職した場合（第１項の規定に該当する退職の場合
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を除く。）における退職手当の額については、第３条の規定にかかわらず、当該退職

の日に教職員となり教職員として退職したと仮定した場合の教職員退職手当規程を

適用して計算した退職手当の額に相当する額とする。この場合において、当該退職

の日における給料月額については、前項の規定に該当する役員となる日の前日にお

ける教職員としての給料月額を基礎として、当該役員としての在職期間等を勘案し、

理事長が別に定めるものとし、役員としての在職期間については、教職員退職手当

規程第１６条第１項に規定する在職期間に含むものとする。 
４ 役員のうち、尾道市職員（尾道市職員退職手当支給条例（昭和２２年尾道市条例

第４３号。以下「退職手当条例」という。）第２条第１項に規定する職員をいう。）

を定年又は勧奨により退職し、退職手当条例の規定による退職手当の支給を受けて

いる者には、この規程による退職手当は支給しない。 
（教職員退職手当規程の準用） 
第６条 遺族の範囲及び順位並びに退職手当の支給制限、支払の差止め及び返納につ

いては、教職員退職手当規程第３条及び第２０条から第２５条までの規定を準用す

る。この場合において「教職員」とあるのは「役員」と、「懲戒解雇処分」とあるの

は「役員解任処分」と読み替えるものとする。 
２ 理事長に支給される退職手当に係る教職員退職手当規程の規定の準用に当たって

は、当該規定中「理事長」とあるのは「尾道市長」と読み替えるものとする。 
（補則） 
第７条 この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が別に定める。 
 

付 則 
（施行期日） 
１ この規程は、平成２４年４月１日から施行する。 
（経過措置） 
２ この規程の施行の日（以下「施行日」という。）の前日に尾道大学長の職にあった

者で施行日に理事長となるものが退職した場合の退職手当の額については，第３条

の規定にかかわらず、その者の施行日前における尾道大学長としての引き続いた在

職期間を役員としての在職期間に含むものとして算出するものとする。 
 
 


